
令和４年矢巾町議会定例会１２月会議議事日程（第６号） 
 

                          令和４年１２月１５日（木）                   

                                                   午前１０時  開     議  

 

 

第１．請願・陳情の審査報告 

   ４請願第８号 所得税法第５６条廃止の意見書を国に提出することを求める請

願 

 

第２．議案第８１号  令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第８号）について 

 

第３．議案第８２号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について 

 

第４．議案第８３号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について 

 

第５．議案第８４号  令和４年度矢巾町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

 

第６．議案第８５号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第３号）について 

 

第７．議案第８６号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第２号）について 

 

第８．議案第８７号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について 

 

第９．閉会中の継続調査の申出について 

 

第10．閉会中の議員の派遣について 

 

 

 

 

 



議 案 目 次（追 加） 

 

 

                       令和４年矢巾町議会定例会12月会議 

 

 

23．議案第８７号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第９号）について 

 

24．閉会中の継続調査の申出について 

  

25．閉会中の議員の派遣について 

 

 



令和４年１２月１５日 

 

 矢巾町議会 

  議長  藤 原 由 巳 様 

 

                     矢巾町議会総務常任委員会 

                      委員長  高 橋 安 子    

 

請 願 審 査 報 告 書 

 

 本委員会が、令和４年矢巾町議会定例会９月会議において付託を受けた請願の審査

が終了したので、矢巾町議会会議規則第９４条第１項の規定により、その結果を次の

とおり報告する。 

 

記 

１ 付議事件名 

   〇４請願第８号：所得税法第５６条廃止の意見書を国に提出することを求め

る請願 

 

    請 願 者   盛岡市松尾町１９番８号  

            盛岡民主商工会婦人部 

             部 長  颯 田 洋 子  

           

    紹介議員    谷 上 知 子 

           藤 原 梅 昭 

       

２ 委員会開催年月日 

① 令和４年 ９ 月 ９ 日（金） 

② 令和４年１２月１２日（月） 

 

３ 出席委員 

   高 橋 安 子    昆   秀 一    廣 田 清 実 

   小笠原 佳 子    小 川 文 子 

 

４ 審査経過 

令和４年９月９日午後３時から、委員出席のもと４請願第８号について、盛

岡民主商工会婦人部颯田洋子婦人部部長、村上フジヨ副部長、泉舘洋子副部長、



事務局久保たみよ氏を参考人として、付議事件について詳細説明を受けた。 

令和４年１２月１２日に２回目の審査会を開催し、慎重審議した。 

 

５ 審査結果 

   ４請願第８号については、反対多数で不採択すべきものと決定した。 

 

６ 審査意見 

 本請願の趣旨は、所得税法第５６条により「配偶者とその親族が事業に従事

した時、対価の支払いは必要経費に算入しない」という規定により、必要経費

として認められていないことから、その廃止を求める請願です。 

 所得税法を制定してから相当年数が経過し、現在はジェンダー平等が謳わ

れている社会状況にそぐわない、また、確定申告は原則白色申告であることか

ら白色申告でも家族従業者の働き分を正当に認めるべきである、ということ

から請願に賛成の意見があった。 

 しかし、ジェンダー平等や従業女性の経済的自立を求めることも請願理由

に挙げているが、男性が従業者となる場合もあることやこれらの実現を税法

に求めることは請願趣旨の本旨から逸脱しているという意見が出された。 

  また、所得税法第５７条では税務署に届けを行い正確な記帳管理を実施す

れば家族従業者分の支払いを経費として認めているほか、白色申告でも専従

者控除が認められている。 

 さらに、税の公平性を担保するためにも税法全体で考える必要があり高度

な判断が必要であると考え、国により十分議論されることが適切であるとい

う意見がだされ、反対多数で本請願は不採択とすべきものと決した。 

  

 

 

 

   

 

 



令和４年１２月１５日 

 

 

 矢巾町議会議長  藤 原 由 巳  様 

 

 

                     矢巾町議会予算決算常任委員会 

                       委員長  廣 田 清 実 

 

 

予算決算常任委員会審査報告書 

 

 
議案第８１号 令和４年度矢巾町一般会計補正予算（第８号）について 
 
議案第８２号 令和４年度矢巾町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）に

ついて 
 
議案第８３号 令和４年度矢巾町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 
 
議案第８４号 令和４年度矢巾町後期高齢者医療保険事業補正予算（第２号）につ

いて 
 
議案第８５号 令和４年度矢巾町水道事業会計補正予算（第３号）について 
 
議案第８６号 令和４年度矢巾町下水道事業会計補正予算（第２号）について 
 

 本常任委員会は、令和４年１２月６日付けで付託された上記の議案を審査した結

果、原案を可決すべきものと決定したので、矢巾町議会会議規則（昭和62年矢巾町議

会規則第１号）第77条の規定により報告する。 

 なお、本委員会は議案第８１号に対して次のとおり附帯決議を付する。 

 

記 

 

 ・世界情勢により電気料金が高騰するなか、節電と省エネルギーに努め、自然エネ

ルギーの普及推進にスピード感を持って取り組まれたい。 

 

 


































